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令和元年５月22日 呉市災害復興本部 
（ 復 興 総 室 ） 

 

平成３０年７月豪雨災害の現状について（第３３報） 
 

１ 人的・物的被害の状況（5/20 10:00現在） 
 

 (1) 人的被害 
区分 人数 備 考 

死亡 28名 
直接死 25名 天応12名，吉浦３名，安浦４名，中央２名，阿賀１名，音戸２名，蒲刈１名 

関連死 ３名  

負傷 22名 重傷５名，軽傷17名 

※ 負傷者数は，豪雨災害の直接起因による人数（７／６～８） 
  

(2) 家屋の被害状況（5/19 18:00現在）  
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床下浸水 計 

323 133 761 1,248 740 3,205 

   ※ り災証明に係る現地調査完了件数による。 
 

 (3) 公共施設等の被害状況（H31.2.28現在） 

区分 
被害施設数 

・箇所数等 
主な被害施設等 

① 公共施設（学校，福祉，環

境衛生，産業振興施設等） 
72施設 

天応市民センター，天応中学校，安浦中央保育

所，呉市斎場，グリーンピアせとうち 

② インフラ 941か所  

 

公園 12か所 二級峡公園，串山公園 

土木施設（道路・河川等） 342か所 市道内海市原線，真光寺橋 

農林施設（農道・林道等） 251か所 農道豊浜大橋線，林道郷原野呂山線 

港湾・漁港施設 24か所 川原石第１物揚場，仁方川尻新開護岸 

上下水道施設 312か所 二級水源地，柳迫第一ポンプ所 

③ 普通財産 21施設 山林（苗代町，豊浜町，川尻町） 

 

２ 避難勧告等の発令基準の特例運用 
 

地区・町名 土砂災害 洪水災害 

安浦 安浦町大字中畑 ○ ○ 

 安浦町中央北１丁目，安浦町中央１～５丁目，安浦町内海北１～４

丁目，安浦町内海南１丁目 
－ ○ 

 

３ 仮設住宅等の状況（5/20 10:00現在） 
 

住宅の種類 入居世帯数 備考 

公営住宅等  35世帯 市営25，県営9，民間社宅（中国電力）１ 

応急仮設住宅 
借上げ型  124世帯 民間借上住宅 

建設型  57世帯 天応39，安浦18 

合 計  216世帯  

※ 応急仮設住宅等における提供期限が近づいている方については，個々の事情に応じ，提供期間の 

更新，公営住宅の優先入居などの対応を行っています。提供期限を超えた方については，関係機関 

と連携し，本人の意向を踏まえて対応しています。 

 

４ 規制中の道路（5/20 10:00現在） 【別紙参照】 

  呉環状線警固屋８丁目（警固屋ドック前） ５月20日から６月10日まで夜間通行止め 
（災害防除工事に伴う仮設防護柵設置による夜間通行止め，なお，日中は信号制御の片側交互通行） 



令和元年５月２０日１０時００分現在　

上保田

交差点

坂北ＩＣ

上三永ＩＣ

豊島大橋

上蒲刈島循環線

恋ケ浜キャンプ場手前

H30.8.10 17時～片交

国道375号二級峡ﾄﾝﾈﾙ下

H30.7.6 上段原橋 通行止め

H30.8.18 13時30分

通行止め解除

野呂山公園線

H30.8.29 17時～

通行止め解除

呉環状線

苗代～郷原

H30.7. 6 21時通行止め

H30.7. 7 21時片交

H30.8.11 12時片交解除

焼山吉浦線

通行止め

解除見込 R元.6月下旬

呉環状線警固屋8丁目

（警固屋ドック付近）

7/31 14時 通行止め解除

倉橋大向釣士田港線

西宇土

H30.12.28 17時00分

通行止め解除

ふるさと林道

郷原野呂山線

H30.7.6 通行止め

中大迫清田線

崩落 通行止め

室尾方面迂回路アリ

解除見込 R元.9月下旬

至
広
島

国道３１号

坂町水尻

H30.7. 6 18時42分 通行止め

H30.7.11 23時00分 通行止め解除

H30.9.12  5時30分 迂回終了

広島IC 河内IC
高屋JCT

呉ＩＣ

天応東ＩＣ

天応西ＩＣ

坂南ＩＣ

至
広
島広島呉道路(クレアライン)

仁保ＩＣ～坂北ＩＣ

H30.7. 6 18時42分 通行止め

H30.7.13 18時00分 通行止め解除

国道２号

国道１８５号仁方町

(川尻越ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前)

H30.7. 6 23時頃 通行止め

H30.7.11 17時30分片交

H30.8.11 0時30分片交解除

H30.9. 9 6時50分通行止め

H30.9. 9 18時片交に移行

H30.9.23 10時35分片交解除

山陽自動車道
H30.7.6 15時10分

広島東IC～志和IC 通行止め

H30.7.14 6時00分

広島IC～河内IC間 通行止め解除
国道２号

334

334

333

広島呉道路(クレアライン)

呉ＩＣ～坂北ＩＣ

H30.7. 6 18時42分 通行止め

H30.9.27 15時00分 通行止め解除

34

矢野安浦線

安浦町下垣内
H30.7.30 17時～片交

353

上蒲刈島循環線

向～田戸

H30.12.4 10時00分

通行止め解除

平羅橋～関前町(岡村島)

H30.8.31 18時～片交豊浜大橋(大崎下島側)

H30.8.8 6時～片交

道路通行規制情報

黒瀬ＩＣ

郷原

ＩＣ

34

34

阿賀ＩＣ

336

66

31

66

35

35

下蒲刈川尻線

住吉谷～大地蔵

通行止め

解除見込 R元.7月下旬

安芸灘大橋

H30.7.11 17時

無料措置開始

H30.8.4 0時

無料措置終了

※通行料金の見直しを含めた

地域振興策について協議中

内海三津線

呉環状線天応

①国道31号～天応中学校入口

H30.9.27 15時00分 通行止め解除

②天応中学校入口～焼山間

H30.11.26 10時00分通行止め解除

矢野安浦線(旧道)

(天神交差点～熊野町境)

H30.8.31 17時 通行止め解除

熊野別れ

交差点

広島熊野道路

H30.9.9 0時から有料

大崎下島循環線

大浜～沖友

H30.12.4 10時00分

通行止め解除

呉環状線警固屋8丁目

（警固屋ドック付近）

R元.5.20～6.10 夜間通行止め

22時30分～5時20分

災害防除工事に伴い仮設防護柵を設置

（日中は信号制御の片側交互通行）

夜間通行止め



 

 

 

 

平成 30年７月豪雨災害からの復興に向けた地区計画策定のための第４回ワー

クショップの開催について 

 

 

復興に向け，特に大きな被害を受けた地区のまちづくりについて，地域の関係者や住民等

により議論し，提案をとりまとめる第４回ワークショップを次の日程で開催します。 

 

１ 対象地区 

 (1) 天応地区 (2) 安浦駅周辺地区 (3)安浦町中畑・下垣内地区 (4)安浦町市原地区 

 

２ 検討内容 

 今回のワークショップでは，地区の将来像（目指すべき姿）について話し合っていた

だくとともに，各地区の「ワークショップによる復興に向けた提案書（案）」について

検討していただく予定としております。 

 

３ 参加者 

 (1) 地域の関係者（自治会，民児協，女性会，消防団，小・中学校ＰＴＡ等） 

 (2) 地域住民 

     

４ 実施時期 

 
天応地区 安浦駅周辺地区 

安浦町中畑・ 
下垣内地区 

安浦町市原地区 

第１回 
H31.1.20(日) 

13:00～ 

H31.1.20(日) 

9:00～ 

H30.12.22(土) 

13:00～ 

H30.12.22(土) 

13:00～ 

第２回 
H31.2.10(日) 

9:00～ 
H31.2.9(土) 

9:00～ 
H31.2.2(土) 

9:00～ 
H31.2.2(土) 

9:00～ 

第３回 
H31.3.24(日) 

13:00～ 
H31.3.23(土) 

9:00～ 
H31.3.16(土) 

9:00～ 
H31.3.16(土) 

9:00～ 

第４回 

R元.5.25(土) 
13:00～ 

天応まちづくり
センター 

R元.5.26(日) 
13:00～ 

安浦まちづくり
センター 

R元.5.25(土) 
9:00～ 

中畑自治会館 
 

R元.6.2(日) 
9:00～ 

市原老人集会所 
 

※ ワークショップは，冒頭のみ取材可能です。 

令和元年５月２２日 

復 興 総 室 



 

 

 

 

 

 

明日へつなぐ呉・豪雨災害チャリティーコンサートの開催について 

 

 平成 30 年７月豪雨発災から１年を迎えるに当たり，音楽の力で豊かな気持ちに

なり，元気を取り戻していただくことを目的とした復興支援イベントとして，次の

とおり「明日へつなぐ呉・豪雨災害チャリティーコンサート」が開催されますので，

報告します。 

 

１ 日時 

令和元年７月７日（日）14時開演 

 

２ 場所 

  呉信用金庫ホール（呉市文化ホール） 

 

３ 事業名 

明日へつなぐ呉・豪雨災害チャリティーコンサート 

      

４ 主催 

  明日へつなぐ呉・豪雨災害チャリティーコンサート実行委員会 

   共催：呉市 

   後援：呉市教育委員会，呉市社会福祉協議会，広島文化学園大学， 

呉市自治会連合会，呉市民生委員児童委員協議会，呉商工会議所， 

国際ソロプチミスト呉 

   

５ 出演者 

ペーパームーン，秋川 雅史，坂田 明 

 

６ その他 

  収益金は呉市及び呉市社会福祉協議会に全額寄付されます。 

  

 

令和元年５月２２日 

復 興 総 室 







令和元年５月２２日 

教育部 学校安全課 

（子ども支援プロジェクト） 

 

 

スクールカウンセラーの派遣による児童生徒の心のケア及び 

教職員を対象とした「児童生徒の心のケア」に関する研修 

 

１ スクールカウンセラーの派遣・研修（４月２６日現在） 

(1) 派遣した学校・避難所 

小学校 中学校 避難所 

１０校 ８校 ３カ所 

 

(2) 派遣日数・カウンセリング人数（のべ） 

日数 
カウンセリング人数 

小学生 中学生 保護者 

３２７日 ３０９人 １６９人 ９２人 

※ 緊急な状態の（急いで病院につなぐような）児童生徒はいない。 

 

(3) 職員研修（のべ） 

   ８３回 【研修内容例】全体研修・個別の子どもに関わるケース会議 

 

２ ５月７日以降の派遣について 

 (1) 継続支援が必要な児童生徒及び学校数 

小学校 

７人 

３校 

 

(2) 派遣のペース及び学校数 

年度末まで，県のスクールカウンセラーを月１回～２回のペースで派遣 ３校 

※ ただし，緊急の場合は，呉市のスクールカウンセラーを派遣する予定 

  

○ スクールカウンセラーとは，臨床心理についての専門的な知識・経験を有する専門家

であり，学校で児童生徒及び保護者からの相談を受けるとともに教育相談に係る教

職員に対する助言・援助などを行っている。 



令和元年５月２２日 

教育部 学校安全課 

 

 

呉市防災教育研修会について 

 

１ 趣 旨 

管理職及び安全教育担当者として，防災意識の高揚，自然災害・防災に係る知識・技

能の習得を目指し，学校における防災教育の重要性を理解する。 

 

２ 主 催 

  呉市教育委員会 

   

３ 日 時 

 令和元年５月２９日（水）１４：００～１６：３０（受付１３：３０） 

 

４ 場 所 

呉市役所７５５，７５６，７５７，７５８会議室 呉市中央４丁目１番６号 

 

５ 対象者 

 呉市立小中高等学校管理職及び安全教育担当者 

 

６ 内 容 

（１）【指導講話】「出水期までに取り組むこと」 

呉市教育委員会 学校安全課 新井 秀峰 

（２）【講義】「衛星が捉えた７月豪雨災害」の画像を活用した指導方法について 

日本宇宙少年団呉やまと分団 分団長 臼井 敏夫 

 （３）【講義】「地域の実情に応じた防災教育の進め方」について 

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 特任教授 諏訪 清二 

 

 



 

 

     
 

 

 

広島県による「平成３０年７月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）に

ついて」の公表について 

 

 

広島県は，平成３０年７月豪雨により土砂災害が発生し，甚大な被害を受けた箇所において，

緊急的な砂防・治山施設の施工箇所，工事内容等の事業計画をとりまとめて「平成３０年７月 

豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業）」として平成３１年 １月２９日に公表していま

すが，このたび再度災害防止のため，令和元年度に新たに採択された激甚災害対策特別緊急事業

等を加えた上記計画を，５月１７日に広島県ホームページで公表しました。 

激甚災害対策特別緊急事業：土石流等により激甚な災害が発生した一連地区に対し，再度災害を防止する

ため，一定期間内に一定計画に基づく対策工事を実施し，災害対策の万全を期すことを目的とする。 

令和元年度から５年程度で実施される予定 

 

●上記計画における呉市内事業箇所数 

※ 激特等事業欄の（ ）内数値は，緊急事業に引き続き事業実施する箇所数 

 

●土木維持課ホームページ「災害復旧作業の進捗状況(見える化)」への掲載状況 

砂防事業及び急傾斜事業については，天応地区の１箇所以外は既に掲載済みで，前記未掲載箇所

も６月初旬の更新にて掲載します。 

治山事業の未掲載箇所（県施行激特等のうち３９箇所）については，６月初旬の更新にて掲載いた

します。 

また，広島県がこの計画を公表しているホームページへのリンクは，実施済みです。 

 

●広島県ホームページ（広島県土木建築局砂防課） 

「平成３０年７月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」について 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html） 

 

●添付資料 広島県発表資料 

令和元年５月２２日 

土木部 土木整備課 

産業部 農林土木課 

(インフラ強靱化（土木）プロジェクト) 

緊急 緊急 緊急 激特等 緊急 緊急 激特等 緊急 緊急 激特等 緊急

5 9 (5) 22 21 (16) 6 1 1 (1) 7 6 49 2 49 80 (22)

激特等

国 県

激特等

呉 市 内 計
市

治 山 事 業急 傾 斜 事 業

県 市

激特等激特等

国 県

激特等

砂 防 事 業

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html
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「平成 30年７月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」について 

 

 

 

１ 概要 

  平成 30 年 7 月豪雨により土砂災害が発生し，甚大な被害を受けた箇所において，早期の復

旧に向け，国・県・市町が連携を図り，緊急的な砂防・治山施設の施工箇所，工事内容等の事

業計画に関して調整を進め，平成 31年 1月 29日に「平成 30年 7月豪雨災害 砂防・治山施

設整備計画（緊急事業）」を公表した。 

今回，緊急事業に続き，再度災害防止のため，令和元年度に新たに採択された激特事業等を

加え，「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」を作成

した。 

 

２ 整備計画の内容 

 （１）整備計画の対象箇所 

○緊急事業・激特事業等を行う渓流  485渓流 

○緊急事業・激特事業等を行うがけ地 154箇所 

 

 

 

 

 

 
※激特等欄の（ ）内数値は，緊急事業のフォロー事業箇所数 

 

 

 

緊急

26 （20） 125 （59） 105 151 （79） 177

5 （5） 68 6 （6） 94 11 （11） 94

26 （20） 130 （64） 68 6 （6） 199 162 （90） 271

緊急

149 （4） 80 149 （4） 225

27 4 22 27 49

0 176 （4） 4 0 102 176 （4） 274

種別

緊急

林野庁

緊急 激特等

激特等

20

20

計

対応主体

対策

渓流

がけ地

計

種別

対応主体

対策

渓流

がけ地

激特等

砂防関係事業内訳

治山関係事業内訳

国土交通省 市町

激特等緊急

85

26

111

県

県

9

39

50

9

59

30

激特等緊急

激特等

激特等

砂防関係事業計

総事業
箇所数

治山関係事業計

緊急
総事業
箇所数

緊急
激特等

市町

資 料 提 供 

平成 26年 9月 3日（水） 

課名 土木局砂防課 

担当 松永，出來谷（内線 3942） 

   （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：082-513-3942） 

（単位：箇所） 

担 当：砂防課 

担当者：山本 

内 線：３９４１ 

(砂防に関すること) 

担 当：森林保全課 

担当者：山﨑 

内 線：３７０６ 

(治山に関すること) 

資 料 提 供 

令和元年５月１７日 

事業

対策 緊急

151 （79） 149 （4） 185 300 （83） 485 （83）

11 （11） 27 116 38 （11） 154 （11）

162 （90） 176 （4） 301 338 （94） 639 （94）合計

砂防関係事業 治山関係事業

102

渓流

がけ地

緊急 激特等 緊急 激特等

105

94

199

激特等

80

22

合計

402

143

545

総事業箇所数合計
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（２）内容 

 上述の整備計画の対象とした箇所に対して，次の事項について取りまとめた。 

  ○国，県，市町等の対応主体 

  ○各機関で実施する事業の概ねの工事内容（施設概要） 
  
（資料） 

資料 1 平成 30年 7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画図（緊急事業・激特等事業） 

資料 2 平成 30年 7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所

一覧表 

（３）各市町の緊急事業・激特等事業箇所数 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※激特等事業欄の（ ）内数値は，緊急事業からのフォロー 

 

（４）ＨＰ掲載について 

 URL：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急 緊急 緊急 緊急 緊急 激特等 緊急 緊急 激特等 緊急

12 14 （12） 8 25 （7） 3 2 （2） 5 4 （4） 4 12 13 44 58 （25）

①東区 2 3 （2） 6 1 3 2 6 11 （2）

②南区 2 3 （2） 1 1 4 3 （2）

③西区 4 4 （4） 4 4 （4）

④安佐北区 4 4 （4） 1 2 （1） 7 7 12 13 （5）

⑤安芸区 6 7 （6） 5 14 （4） 2 2 （2） 3 2 4 18 27 （12）

5 9 （5） 22 21 （16） 6 1 1 （1） 7 6 49 2 49 80 （22）

4 10 （4） 4 1 （1） 9 1 8 13 26 24 （5）

8 10 （4） 6 8 4 12 （2） 26 22 （6）

5 4 （2） 2 1 8 4 （2）

1 1 （1） 2 10 1 3 15 （1） 17 16 （2）

1 2 （1） 1 4 2 3 8 5 （1）

1 1 0

13 14 （9） 7 12 13 52 45 66 （9）

1 1 （1） 1 1 （1）

1 1 2 0

4 5 （1） 2 1 （1） 18 2 9 26 15 （2）

1 6 （1） 3 1 1 5 7 （1）

1 4 （1） 1 1 （1） 2 5 （2）

5 12 （4） 1 6 4 7 （1） 2 18 19 （5）

3 3 （3） 12 11 （8） 4 2 1 1 22 15 （11）

1 1 1 1

20 26 （20） 85 125 （59） 26 5 （5） 68 6 （6） 39 59 176 （4） 4 301 338 （94）

激特等

市町
箇所数
合計

砂防事業

激特等
県

急傾斜事業

市町
激特等

国

⑲熊野町

⑳坂町

㉑世羅町

合計

激特等

⑬東広島市

⑭廿日市市

⑮安芸高田市

⑯江田島市

⑰府中町

⑱海田町

⑦竹原市

⑧三原市

⑨尾道市

⑩福山市

⑪府中市

⑫庄原市

国 市町

広島市

⑥呉市

激特等
県 県

激特等

対応主体
治山事業

市町

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html
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３ 今後の対応方針 

 引き続き，国や市町と連携し，速やかな工事着手及び被災地の早期復旧・復興に努める。 

区 分 
2018 年度 

（平成 30 年度） 

2019 年度 

（令和元年度） 

2020 年度 

（令和２年度） 

2021 年度 

（令和３年度） 

道路 

 

 
 

  

 

 

 

河川 

 

 
 

 

 

  

 

砂防 

   

 

治山 

 

 

  

下水道 

 

   

まちづくり  

   

 

 

 

 

 

 

二
次
災
害
防
止 

道
路
啓
開 

災害関連事業 

二
次
災
害
防
止 

二
次
災
害
防
止 

 
 

仮
処
理
施
設 

災害復旧事業 
(重要路線等) 

災害復旧事業 
(その他路線) 

災害関連事業等（～2023（予定）） 

災害復旧事業 
(甚大被害箇所等) 

災害復旧事業 
(その他箇所) 

災害復旧
事業 

(その他箇所) 

 
災害復旧 
事業 

災害関連緊急事業 

災害復旧事業 
(甚大被害箇所等) 

災害復旧事業 
(その他箇所) 

災害復旧事業 

(その他箇所) 

再度災害防止対策事業（～2023（予定）） 

 

二
次
災
害
防
止 

災害関連緊急事業の実施       

治山事業（激甚災害対策特別緊急事業等）の実施（～2023 予定） 

小規模崩壊地復旧事業等の実施 

治山施設の緊急点検 

流 域 下 水 道 

※平成 30年７月豪雨災害からの復旧・復興プラン(平成 30年 12月末時点)（P31） 

※災害関連緊急事業は令和元年度末の完成予定（重点地区の砂防ダムについては，令和元年 12月末の完

成予定） 

※激特事業等については今後５年程度で事業を実施予定 

都市計画制度運用方針の改定 

都市計画区域マスタープランの見直し 

安全・安心に暮らせるまちづくりの推進 

【Ｈ31.1.29公表】 

【今回公表】 

【Ｈ31.1.29公表】 
【今回公表】 


